
死亡事故は         で多発！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
愛知県の交通死亡事故のうち、約７割は 
交差点や交差点付近で発生しています。 
特に、「人対車両による道路横断中の事故」 
が多発しています。 
 

 

□信号を守り、交差点内に無理に進入しない。 

□一時停止の標識があるところで
は、停止線の直前で一時停止を
し、しっかり左右を確認する。 

□右左折するときは、横断者や二輪車などが
きていないか必ず確認する。 

□見とおしが悪いときは、徐行する。 

□危険を予測する「かもしれない運転」を
心掛ける。 

□夕暮れ時は早めにライトを点灯する。 
早朝や雨天・曇天など周囲が見えづらいとき
も点灯する。 

横断歩道は、歩行者優先！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
横断歩道上で、歩行者が自動車と衝突し、
亡くなる事故が多発しています。 
横断歩道は歩行者、自転車横断帯は自転車が
優先です。 
 
 

 
 

歩行者も交通ルールを守ろう！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
歩行者も、信号を守るなど交通ルールを守ら
なければいけません。また、道路を横断しよ
うとするときは、少し遠回りでも、安全のた
めに横断歩道を利用しましょう。 
 
 
 

□道路を横断するときは、横断歩道を渡る。 

□道路を横断するときは、左右の安全を確認
しながら進む。 

□手を挙げるなど、ドライバーに道路を横断
する意思を示す。 

□道路の斜め横断はしない。 

□車両の直前又は直後で横断しない。 

□歩行者横断禁止の標識のあるところ
では横断しない。 

□夕暮れ時や夜間、早朝の外出時には、   
明るい色の服装や反射材を身につける。 

 

ドライバー・自転車利用者は 歩行者は ドライバー・自転車利用者は 

□横断歩道を渡ろうとする歩行者等がいるときは、
必ず一時停止して、その進行を妨げない。 

□横断者を見つけたら、すぐ
に停止できるように、道路
のダイヤマークを見たら、
スピードを落とす。 

横断歩行者妨害等（道路交通法第 38条） 
罰  則︓3月以下の懲役又は 
     5万円以下の罰金 
違反点数︓2点 
反 則 金︓大型・中型・準中型車 12,000円 
     普通車        9,000円 
     二輪車        7,000円 
     原付         6,000円 


